
広告 ■■都立霊園・墓じまい・樹木葬■■　お墓のことなら大野屋☎0120－02－8888

申請期限は5月15日です
区民生活応援事業

1世帯1万円相当の商品券等を5種類の中から選
べる区民生活応援事業を行っています。対象や申
込方法等の詳細は、対象世帯の世帯主に
送付した案内はがきか、区HPをご覧く
ださい。
[対象]7年12月10日時点で墨田区に住民登録が
ある世帯　＊DV等で墨田区に住民登録はないが、
実態として区内に居住している世帯等は問合せが
必要 [申込み]案内はがきに記載のコードからオ
ンライン申請か、電話で、5月15日までに区民生
活応援事業事務局☎5577－3086へ [担当課]地
域福祉課

戦没者等の遺族の方へ
慰霊巡拝

厚生労働省による旧主要戦域などへの慰霊巡拝
の参加を受け付けています。
[実施予定時期]8月～9年3月 [実施予定地域]ウズ
ベキスタン、中国東北地方、東部ニューギニア、北
ボルネオ、インド、ギルバート諸島、ビスマーク諸
島、フィリピン、硫黄島 [問合せ]都福祉局生活福祉
部企画課援護恩給担当☎5320－4078　＊参加

ご利用ください
分譲マンション修繕支援制度

■�分譲マンションリフォームローン償還助成制度
(8月末で受け付け終了)
住宅金融支援機構の融資を受けて共用部分の修
繕工事を行う場合、金利の一部を助成します。
[助成額]融資額に係る金利の1％ [助成期間]融
資を受ける期間　＊最長10年間
■�分譲マンションリフォーム融資債務保証料補助制度
共用部分の修繕工事を行うため、マンション管
理センターに債務保証を委託して住宅金融支援機
構の融資を受ける場合、保証料の全額を補助し�
ます。今年度から新たに始まった制度ですので、
ぜひご利用ください。
[補助額]保証料の全額　＊上限50万円
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
[対象]区内分譲マンションの管理組合　＊ほかにも
要件あり [問合せ]住宅課計画担当☎5608－6215

火災発生時に備えて
公共用消火器の保守点検

火災の初期消火のために、主要幹線道路沿いの
ほか、区民の皆さんの協力により、民家の敷地や
塀に消火器を設置しています。これらの消火器の
維持管理のため、区の委託業者が保守点検を実施
します。なお、この保守点検で費用の請求等をす
ることはありません。不審な点があれば、すぐに
お問い合わせください。
[点検期間]10月末まで [問合せ]防災課防災係
☎5608－6206

事業者向け情報をお届けします
すみだ産業情報ニュース@LINE

区内だけでなく、国・都・その他行政機関の産
業振興情報などを区内事業者向けに発信していま
す。ぜひご登録ください。
[登録方法]区公式LINEの友だち登録後、
受信設定　＊詳細は区HPを参照 [問合せ]
経営支援課経営支援担当☎5608－6183

ご活用ください
すみだ企業・求人マッチング
支援サイト「すみだつなぐナビ」

区内中小企業等が自社情報や求人情報を掲載
できるウェブサイトを公開しています。
利用には登録が必要です。詳細は区HP
をご覧ください。
[問合せ]経営支援課経営支援担当☎5608－6183

ご登録ください
介護支援ボランティア・ポ
イント制度

介護支援ボランティアに登録後、区内の特別養
護老人ホーム等でボランティア活動を行うと、1
時間当たり1ポイント(上限は月20ポイント)が付
与され、そのポイントに応じて、年度ごとに活動
交付金(上限額は2万円)を受け取れます。
[対象]区内在住の65歳以上で、介護サービスを受
けていない方 [問合せ]介護保険課管理・計画担
当(区役所4階)☎5608－6924　＊チラシや申
込書類は問合せ先で配布　＊ボランティアの受け
入れを休止している施設あり

ひとりで悩まずご相談を
若年層の性暴力被害予防月間

4月は「若年層の性暴力被害予防月間」です。生
活環境が変わるこの時期は、モデルの勧誘と思わ
せてアダルトビデオ(AV)への出演を強要する「AV
出演強要」や、簡単・高収入をうたうアルバイトで
女子高校生(JK)を誘い出し、性的な行為を強要す
る「JKビジネス」など、若年層を狙う犯罪被害のリ
スクが高まります。また、SNSでのやり取りが発端
となる被害や、薬物(レイプドラッグ)、飲酒等に起
因する被害も発生し、問題となっています。同意の
ない性的行為は、いかなる理由・関係性であっても
全て暴力です。性的な暴力で悩んでいる
方やその家族・友人などはご相談くださ
い。詳細は区HPをご覧ください。
■女性のためのカウンセリング＆DV相談
[相談日時(予約制)] ▼月・火・水・金曜日、第2・
4土曜日午前10時～午後4時　 ▼第1・3木曜日午
後3時～8時　＊いずれも祝休日、年末年始を除く　
＊対面でも相談可 [ところ]すみだ共生社会推進
センター(押上2－12－7－111)[申込み]事前に
電話で、すみだ共生社会推進センター☎5608－
1771へ　＊受け付けは ▼月曜日～金曜日＝午前
8時半～午後9時　 ▼土・日曜日、祝休日＝午前9
時～午後5時　＊いずれも年末年始を除く
■各相談ダイヤル

▼性犯罪・性暴力被害＝ワンストップ支援センター
(内閣府)☎#8

はやくワンストップ
891、性犯罪被害相談電話(警察庁)

☎#8
ハートさん
103、警察相談ダイヤル(警視庁)☎#9110、

みんなの人権110番(法務局)☎0570－003－
110　 ▼犯罪被害者支援＝日本司法支援センター
(法テラス)☎0120－0

なくことないよ
79714　＊IP電話からは

☎6745－5601
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
[問合せ]すみだ人権同和・男女共同参画事務所男
女共同参画担当☎5608－6512

10月以降はICカード化されます
東京都シルバーパス

■4月～9月の新規購入
[利用できる交通機関]都営交通(日暮里・舎人ライナーを含む)、都内民営バス等 [対象]都内に住民
登録がある70歳以上の方　＊70歳になる月の1日から申込み可　＊寝たきりの方を除く [費用・必
要書類等]下表のとおり [有効期間]発行日～9月30日 [申込み]必要書類を直接、最寄りのバス営業所・
都営地下鉄定期券発売所等の発行窓口へ

■10月以降の制度改正(ICカード化)
利便性向上等のため、10月の一斉更新時に磁気カードからICカード(PASMO)に移行します。詳細は
6月に問合せ先が送付する「一斉更新のお知らせ」か、問合せ先HPをご覧ください。なお、上記の表中「対
象区分1」に該当し、シルバーパスを購入する方を対象に、区が1万1000円を補助する予定です。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
[問合せ]東京バス協会シルバーパス専用電話☎5308－6950　＊受け付けは月曜日～金曜日の
午前9時～午後5時(祝休日を除く)　＊詳細は問合せ先HPを参照 [担当課]高齢者福祉課

対象区分 費用
必要書類

全区分 対象区分ごと
1(令和8年度住民税が課
税で3以外の方)

6000円 本人確認書類
( 運転免許証、
マイナンバーカー
ド、生活保護受
給証明書等)

－

2(令和8年度住民税が非
課税の方)

1000円 次のいずれかの書類 ▼令和8年度介護保険料納入(決
定)通知書(所得段階区分欄に「1」～「6」のいずれかの
記載があるものか、「7」の記載で合計所得金額135万
円以下のもの)　 ▼令和8年度住民税非課税証明書　

▼令和8年度住民税課税証明書(合計所得金額が135
万円以下のもの)　 ▼生活保護受給証明書(4月以降に
発行された「生活扶助」の記載があるもの)

3(令和8年度住民税が課
税の方のうち、令和7年の
合計所得金額が135万円
以下の方)　＊経過措置

注 �「令和8年度介護保険料納入(決定)通知書」は再発行できません。また、区市町村から6月以降に送付される「本決定通知書」をご
用意ください。「仮決定通知書」は使用できません。

注 �「令和8年度住民税課税・非課税証明書」の発行には、手数料( ▼窓口交付＝300円　 ▼マイナンバーカードを利用したコンビニ
交付＝200円)、本人確認書類等が必要です。なお、代理人が申請する場合には、委任状、代理人の本人確認書類等が必要です。

注 �不動産譲渡所得に係る特別控除額(令和7年分)がある場合は控除を受けられます。該当する方は、必要書類が異なる場合があり
ますので、東京バス協会シルバーパス専用電話にお問い合わせください。

注 �対象区分1に該当する方の費用は、有効期間が短いことや利用者負担の軽減措置を行っていることから、通常の半額で交付します。
注 �対象区分2・3に該当する方の必要書類は、令和8年度分が発行されるまでは令和7年度分を使用できます。

要件や申込方法等の詳細は問合せ先HPを参照 [担
当課]地域福祉課

就任しました
監査委員

令和7年度墨田区議会定例会
2月議会で議会の同意を得て、4
月1日付けで堀内芳訓氏が監査委
員に選任されました。
[問合せ]監査委員事務局☎5608－
6321
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広告 太陽光・蓄電池で電気代削減、停電対策■補助金制度のご相談受付中■二和パワーテック(株)☎047－441－5080

子育てを応援します
妊婦のための支援給付事業

[内容]妊娠時に妊婦1人当たり5万円、出産後に
子ども1人当たり5万円の現金か電子クーポンを
支給 [対象]申請日時点で墨田区に住民登録があ
り ▼医療機関で妊娠の事実を確認した妊婦　 ▼出
産した方　＊流産・死産・人工妊娠中絶等の場合
も対象になる場合あり(詳細は問合せ先へ)[問合
せ]墨田区妊婦のための支援給付専用コールセン
ター☎0120－600－127　＊都実施の「018サ
ポート」、「赤ちゃんファースト＋

プラス
」は、別

途申請が必要(詳細は区HPを参照)[担
当課]健康推進課

健康診査費用を一部助成します
産婦・1か月児・多胎妊婦健
康診査

4月以降に自費で受診した産婦健康診査(2回)
と、1か月児健康診査(1回)の費用を一部助成し
ます。対象と思われる方には3月下旬に案内を送
付しました。また、多胎妊婦が15回目以降の妊婦
健康診査を自費で受診した際の費用を、最大5回
分助成しています。詳細は各
区HPをご覧ください。
[問合せ]健康推進課母子健康
づくり担当☎3622－9139

産婦・1か月
児健康診査

多胎妊婦
健康診査

子育て世帯等を応援します
すみだ住宅取得利子補助制度

区内の住宅を取得した子育て世帯・若年夫婦世
帯を対象に、住宅ローンの利子を一部補助し、定
住を促進します。申請する場合は、事前に区HP等
をご覧ください。
[補助内容]1年間に支払った利子額(上限10万
円)を5年間補助(最大50万円)　＊「フラット35
地域連携型(子育て支援)」を利用した場合は、最
初の5年間、借入金利を年0.5％(「フラット35子
育てプラス」も利用する場合は年0.75％～1.0％)
引下げ[対象]区内の住宅を取得し、次のいずれか
に該当する世帯 ▼中学生以下の子どもがいる　

▼夫婦ともに39歳以下である　＊過去に「三世代
同居・近居住宅取得支援制度」を利用した世帯を
除く　＊ほかにも要件あり [申請期限]建物の所
有権保存・移転登記から1年以内 [問合せ]住宅課
計画担当☎5608－6215

無料で相談できます
高次脳機能障害の方の相談

脳卒中や交通事故等による記憶障害や感情のコ
ントロールでお困りの方や、その家族・
関係者等の相談を行っています。詳細は
申込先HPをご覧ください。
[とき ]月曜日～金曜日の午前9時～午後4時　
＊祝休日、年末年始を除く[ところ]すみだ福祉保
健センター(向島3－36－7)[相談できる内容]

▼症状や障害　 ▼医療機関やリハビリ等　 ▼就労
支援・障害福祉サービスの利用等 [申込み]随時、
氏名・電話番号・相談内容を電話かEメールで、
すみだ福祉保健センター☎5608－3738・�
koujinousoudan.center@sumida-jigyodan.

or.jpへ　＊必要に応じて面談や訪問を実施 [担当
課]保健予防課

1歳児を養育する世帯が対象です
バースデーサポート事業

子育てアンケートに回答した世帯へ、必要に
応じた子育て支援や子育て関連サービス・商品
に交換できる電子ギフトの配付をします。対象
世帯へ案内を送付しますので、期限ま
でに申請してください。詳細は区HPを
ご覧ください。
[対象]7年2月1日～8年1月31日に生まれ、1歳の
誕生日時点で墨田区に住民登録がある子どもがい
る世帯　＊8年2・3月に生まれた子どもがいる世
帯は、来年度対象 [問合せ]健康推進課母子健康づ
くり担当☎3622－9139

必ず受けましょう
小児定期予防接種

感染症の感染予防やまん延防止のため、子ども
の定期予防接種は必ず受けましょう。区に転入し
た方で、未接種の予防接種がある場合は、親子健
康手帳(母子健康手帳)を確認のうえ、未接種分の
予防接種予診票を発行します。
また、MR(麻しん・風しん混合)第2期の予防
接種対象者(幼稚園等の年長児に相当する子ど
も)へ、3月末に予防接種予診票等を送付しまし
た。免疫を確実なものにするには、2回目の接種
が重要ですので、早めに接種しましょう。なお、
MRの定期接種期間が過ぎた場合でも、無料で接
種できる制度があります。詳細はお問い合わせ
ください。
[問合せ]保健予防課感染症係☎5608－6191

申請はお済みですか
令和8年度就学援助費受給
申請

小・中学生がいる家庭で、経済的な理由により、
学校生活で必要となる費用の支払いが困難な場合
に、審査のうえ、その一部を区が援助します。
[申込み]4月30日までにオンライン申請　＊オン
ライン申請で申し込めない方は申請書を直接また
は郵送で、4月30日(消印有効)までに問合せ先へ
[問合せ]〒130－8640学務課事務担当(区役所
11階)☎5608－6303　＊世帯ごとに申請が必要　
＊申請書は申込先で配布するほか、区
HPからも出力可(墨田区立の小・中学校
に通学している場合は各学校でも配布)

今年度から拡充しました
産後ケア事業

日帰り型産後ケアの利用回数の上限を4回に拡
充しました。また、宿泊型産後ケアの利用者負担
額の減額(1日当たり2500円)も継続しています。
詳細は区HPをご覧ください。
[問合せ]健康推進課母子健康づくり担
当☎3622－9139

ご確認ください
児童手当

児童手当の4月期分(2・3月分)を指定の口座へ
振り込みました。個別に通知しませんので、通帳
記帳などでご確認ください。なお、申請や変更の
届出日によっては、審査手続等のため、振り込み
が遅れる場合があります。また、7年6月に区から
現況届が届いた方は、現況届と関連書類の提出が
ないと手当を受給できません。受給資格を失うこ
とがありますので、至急ご提出ください。
[提出先・問合せ]子育て支援課児童手当・医療助
成係(区役所4階)☎5608－6160

ご確認ください
自衛官等募集に係る募集対
象者情報の外部提供

防衛省自衛隊東京地方協力本部からの依頼に
基づき、募集対象者情報を提供します。提供した
情報は、自衛官募集案内等の送付にのみ使用され
ます。提供を希望しない方は、提供情報から除外
しますので、お知らせください。
[対象]平成20年4月2日～21年4月1日または平
成16年4月2日～17年4月1日生まれで、令和8年
5月1日時点で墨田区に住民登録がある日本人 [提
供時期]6月下旬予定 [提供内容・方法]住民基本
台帳から対象者情報を抽出し、除外申出者を除い
たうえで、宛名シールに郵便番号・住所・氏名を
印刷したものを提供 [除外を希望する場合]オンラ
イン申請か、必要書類を直接または郵送で、6月10
日(必着)までに問合せ先へ　＊詳細は問い合わせ
るか、区HPを参照 [問合せ]〒130－
8640安全支援課安全支援・空き家対策
担当(区役所5階)☎5608－6199

ご理解とご協力をお願いします
通話録音装置の設置

行政サービスの質や職員の接遇意識の向上を図
るとともに、業務の公正かつ適正な執行を確保す
るため、区役所の一部の電話機に通話録音装置を
設置しました。
[問合せ]総務課デジタル規制改革・コンプライア
ンス推進担当☎5608－2818

すみだ郷土文化資料館の
地元ボランティアによる展示解説
［とき］ ▼個人＝毎月第3日曜日午後1時～4時　

▼団体(20人以上)＝申
込時に調整［申込み］ ▼個
人＝当日直接会場 へ　

▼団体＝電話で、希望日
の1か月前までに問合せ
先へ［問合せ］すみだ郷土
文化資料館 ( 向島2－
3－5)☎5619－7034

ぜひご利用ください

心のバリアフリー応援隊募集中！
誰もが心を通わす暮らしやすいまちへ

[問合せ]障害者福祉課庶務係
☎5608－6466・FAX5608－6423

　心のバリアフリーにつながることや障
害のある方を支える仕組みをしている皆
さんを大募集しています！詳細は区HPを
ご覧ください。

すみピヨ

区役所1・2階の窓口混雑状況を配信中！
区役所1・2階で取り扱う手続の待ち人数や呼
び出し状況をリアルタイムで確認できます。
[問合せ]窓口課庶務係☎5608－6100

願書を配布しています
製菓衛生師・調理師試験

[試験日／配布期間 ] ▼ 製菓衛生師＝6月20日
(土)／4月30日(木)まで　 ▼調理師＝10月31日
(土)／5月7日(木)～6月3日(水)[配布場所]生活
衛生課(横川5－7－4すみだ保健子育て総合センター
2階)、すみだ生涯学習センター(東向島2－
38－7)[問合せ]生活衛生課食品衛生係
☎5608－6943　＊詳細は区HPを参照

3墨田区のお知らせ

☎ ＝電話　  ＝ファクス　  ＝Eメール　HP ＝ホームページ

2026年（令和8年）4月11日


